
平成２９年９月１５日 

 

只見町議会議長 齋藤邦夫 様  

 

                       決算特別委員会委員長 酒井右一 

 

 

決算特別委員会審査報告書 

 

 本特別委員会に付託された議案について、審査の結果を会議規則第７７条の規定により 

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

  決算審査に当たっては、「予算を議決した趣旨と目的に従って適正に、そして効率的に

予算執行されたか」。「その執行によって最大限の効果が発揮できたか」。を主眼にして審

査した。 

 

１．認定第 １号 平成２８年度只見町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

 審査結果 本件については、次の意見を付して原案の通り認定すべきものと決定した。 

 

①  近年、政策的支援にかかる予算が多額に上る。義務的な補助金や負担金を除く政

策的補助金・負担金及び委託料の執行については、その効果と合理性を十分精査し

予算執行に当たること。特に過疎・高齢化、人口減少等、切迫した地域課題が山積

している。これが改善されるよう積極的に「行・財政改革」に努められたい。 

 

②  予算執行に当たり、各所管課等における組織的・横断的な政策連携が見られない

支出が散見される。政策調整並びに事務調整を密に行い、これら最少の経費をもっ

て最大の効果を得るよういっそう努められたい。 

 

③  指定管理委託施設の再編が求められる要件が見られる。町が相手方と指定管理委

託契約する場合は、関係法の精神を十分理解し、委託料の縮減を目指すとともに住

民の福利厚生にいっそうの配慮をするよう努められたい。 

 

④  決算審査時の各委員提案については真摯に対応し、結果については速やかに示さ

れたい。 

 

 



２． 認定第 ２号 平成２８年度只見町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

３．認定第 ３号 平成２８年度只見町国民健康保険施設特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

４．認定第 ４号 平成２８年度只見町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

５．認定第 ５号  平成２８年度只見町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

６．認定第 ６号  平成２８年度只見町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

７．認定第 ７号  平成２８年度只見町訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

８．認定第 ８号  平成２８年度只見町地域包括支援センター特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

９．認定第 ９号  平成２８年度只見町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 



１０．認定第１０号  平成２８年度只見町観光施設事業特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

１１．認定第１１号  平成２８年度只見町交流施設特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

１２．認定第１２号  平成２８年度只見町集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

１３．認定第１３号  平成２８年度只見町朝日財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

 

 

 

以 上 


